
総社市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

平成２７年１２月２５日 

 

                            総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第３７号 

 

総社市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

 

総社市印鑑登録及び証明に関する条例（平成１７年総社市条例第１６３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

（印鑑の登録） 

第５条 略 

２ 略 

３ 市長は，登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は，前項の規定に

かかわらず，次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求め

て第１項の確認をすることができる。 

(１) 個人番号カード，運転免許証その他の規則で定める本人確認書類 

 

(２) 略 

４ 略 

 

（印鑑の登録） 

第５条 略 

２ 略 

３ 市長は，登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は，前項の規定に

かかわらず，次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求め

て第１項の確認をすることができる。 

(１) 住民基本台帳カード，運転免許証その他の規則で定める本人確認書

類 

(２) 略 

４ 略 

 

 

附 則 

この条例は，平成２８年１月１日から施行する。 

 


